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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和８年２月２日付で提出した有価証券報告書の訂正報告書につき、提出理由に係る記載の一部に誤り

があったことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正内容】

下線部＿は、訂正部分を示します。

 

１　有価証券報告書の訂正報告書の提出理由

＜訂正前＞

令和８年２月２日付で提出した有価証券報告書につき、管理会社であるUBSマネジメント（ケイマン）リ

ミテッド（以下「管理会社」といいます。）の財務書類に係る監査報告書において、署名欄の記載が欠け

ていたことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

 

＜訂正後＞

令和８年１月30日付で提出した有価証券報告書につき、管理会社であるUBSマネジメント（ケイマン）リ

ミテッド（以下「管理会社」といいます。）の財務書類に係る監査報告書において、署名欄の記載が欠け

ていたことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
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